
（ ） 

の の  
 

 次（し うがい者 ・生活支援 ンター イ ス 労支援相 ） 

後  行（日本 健 会 発 障害 ー ） 
 

  （ ）  

  

最 、 健 分 で ン ンド発 の ー

ン・ イ ー （以下「OD」という。）が注目を め

ている。ODは ン ンドの に い ン

ド 方にあるケ ス で実 されている 療法で

ある。ODは統合 などの に対して、世界最

準の 療 果を し注目されるようになった。 

またODと 時 に ン ー ン ー

ー・ イ ー （以下「AD」という。）も注目さ

れるようになった。ADは や 、 や組 といっ

た対 支援者間で発生した している を解決するた

めに開発された ー ・ ー ン である。AD

は が関わっているケースで支援者が抱えた 題につ

いて語り、支援が している 態の解決・解 を目的と

した ー ン 方法である。 ン ンドに限らず ル

ーやイタ からも い実 の 果報告が上がってき

ており、日本でも201 年から本格的な ー ン が開

されている。 

 の  

 ODとADが注目される中、少し れて日本に わったの

が （ ー ー）・ イ ー （以下「ED」とい

う。）である。EDは、Tom Erik Arnkil  が開発した画

的な ー の１つである。従来の くの ー が

その対象を「 イ ン 」としているのに対し、EDの

対象は「支援者自身」である。支援者自身が自分の支援の

在り方について、心 事を感じた の段階でケースに関

する 々と イ ー をすることを目的としている。

その 果として、 ー ンな と 働の関 を構 する

ことを目 している。 ン ンドや ル ーでは対

援 の現場だけでなく、行政や 現場、 官の日

の中にもEDが取り れられ、 い 果が ていると報

告されている。 

 

  

 に  

 EDは、 や の現場で必 となるearly open 

cooperation（ の ー ンな 働関 ）の構 た

めの方 として発 した。 当者がケースで イ ン

の問題に づき、 なる 的な援 の必 性を感じた場

合に、 に、 関 者との ー ンな対 によって、

働関 、を構 することで なる い支援へと発 す

るために開発された ー である。支援者の関わり方

が、 の「介 」から の「 イ ー 」へ変容す

ることを 視している。しかし、こうした に心 事

を抱えた は、 くの問題をはらんでいる。特に で

あるのは支援者が「 イ ン の問題」について、その

問題は （本 む）の や、他の支援者の対 に関

連があるのではないかと っている場合である。このよう

な では、支援者が を抱え 持ちが れ動くことで、

身動きがとれなくなることも しくない。 

 の  

自分が心 事を「取り上げる」と、関 者を らせ

つける 性がある。そして関 者との関 が 化し、

場合によっては、支援関 が断 してしまうのではな

いかという心 を抱えている。 

自分が心 事を「取り上げない」と、問題は改 され

ず 態が 化する 性がある。そして関 者との関

が 化し 働が になるのではないかという心

を抱えている。 

と の を抱えた 態は、支援間における「関 性」

と「支援介 の必 性」の ン に る。支援者自身が

身動きが取れず不 や に まれている間に、事態は

化する。支援者が行動を こした時には既に関 は 化し、

働関 が われる経 を るかもしれない。 

  

 前項にある のような事態に るのを け、支援の

性を き、「early open cooperation」を構 しEDを

するための「invitation（お い）」として考案されたのが、

「Taking up one’s worries」である。これは、支援者が自分

自身の「worry（心 、懸念、不 ）」を取り上げること

で、 イ ー を める一歩を踏み すきっかけを る

ことが目的である。この ー は ン ルであるが、

支援者にとっては なことではない。支援者自身が自分

の心 事を取り上げ、その心 事を するために、関

者（ イ ン を む）へ けや を求めるといった

姿勢が になる。この ー は イ ン や関

者を「問題あり」と断定する従来のやり方とは大きく

なっている。この姿勢は、従来の問題を見つけ し「問題

を さしていた支援者自身の 」を1 0度転換し、「支援

者が自身の心 事に を ける」とも表現することがで

きる。支援者としての「 の心 事」を取り上げることを
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機とし、心 事を させるための ー を イ

ン や関 者に求め、 ー ー ン への参加

を する 動が大 である。「Taking up one’s worries & 

Ask for help」は支援者のための スである。 

 

 の  

  

 者の する施 は、 府 部にある 域（

１ ）を支援の対象として活動している。利用 者は

約 00 で半数が 障害者である。スタ 全 が

健 であるのも特 である。当施 では、201

年 からEDを し、スタ 間の ー ン で イ

ー を行っている。201 年からは、「Taking up one’s 

worries & Ask for help」を共有し、 にスタ 間の

働関 を くことで、EDに取り組めるように 日報を

一部改 した（ ）。 

 

 
 

 の  

 Antonovskyが作成した 一 感覚（以下「SOC」とい

う。）であるSOC13項目を らが日本語に したも

の１）を 用し、当施 スタ のス ス 性の変化を

定した。SOCは、 感・ 理 感・有意 感

の３ から構成されている。 法で回 するように

なっており、１点から 点（ 転項目の場合は 点から１

点）として 点化する。SOCの 果を下記に記した

（表）。 

 

 

 

 考察 

日報改 以前の ー ン は、連 事項の共有を

に置いていた。しかし、改 後はスタ が 的にケー

スについて自身の心 事を取り上げた 果、スタ が行

き まることが している印象がある。 細な心 事で

も 題に挙げ し、支援の在り方について点 すること

はスタ の ケースの抱え込みを していると考え

られる。場合によっては、 回面 後す にEDを実施し

支援者の抱えている心 事について共有し、 援を す

る場合もあった。また、自分の 当以外のケースであって

も、 として感じる「 の心 事」としてEDを める

ことも有 である。他の支援者のケースについては れ

かったり、上 の介 を つしかない が かった以前

と べ、「 自身に を ける」姿勢であれば 分か対

的に 働関 を構 できる実感がある。 

スタ のSOCの 果は、 イン はあるものの全

が 加した。スタ から た意見としてはEDの

を取り れた ー ン によって、「自分一 で解決し

ないといけないという ーが した」や「他者

からの 判を れず発言できるようになった」などの が

あった。経 年数が いために言い いこと、反対に経

年数があるために相 できないといった各々の立場を取り

って、支援者としての「自分の心 事」について しを

はじめることが ー としての の 働を にし、

果的にSOCが 上したと考える。 

 

 に 

EDの実 はスタ 間の ケー ンのモード

を変容させた。上 からの「 モード」や からの

「 言モード」ではなく「対 モード」になった。対

モードによってスタ の関 性は ル ー（階 的

な 列関 ）から ル ー（階 間の 性の相互作

用）へと変化したと感じている。相互作用的であり相

的である ー の 態は、利用者の ー に適合しつつ関

わり方や支援体制を変化させていける。その姿勢は イ

ン にとって有 なだけでなく、支援者にとっても い

作用をもたらす。 者は いにもTom から この

ー を学ぶ機会に まれた。そして自身の現場でも

の理解と もあり実 することができ 果を実感してい

る。最後にTom から いた言 を紹介したい。「 イ

ー はsocial innovation（社会 新）を にする。」 

 

【参考文献】 

1） ー ン・ ン ス ー 子 ：

健康の を解く：ス ス対 と健康 持の 有

文社 2001 

 

【連絡先】 

し うがい者 ・生活支援 ンター イ ス 

el 0 5- 52-51 0 

  

 SOC の  
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に の 題  

に の  
 

 由一 （障害者 合 ンター 統 ） 

  ・  子（障害者 合 ンター）、  （  障害者 合 ンター） 
 

 に 

障害者の 用の 進 に関する法 第 条では「障害者」

は「（ ） の障害があるため、 にわたり、 生活

に相当の制限を受け、 は 生活を むことが しく

な者」と定義され、 ー ン、障害者差

別 ・合理的 提 義 の対象となっている。その一

方で、障害者 用義 や ・ 付制度の対象は 法第

3 条で「対象障害者」と ばれ、障害者手 制度の対象者

に限定されている。 

しかし、 、 障害 の学 障害、 視、 、

、 、 の 労 性が認められるが、障害者

手 制度の対象でない者の存在が従来から されている。

また、 ・ 付 制度による事 の経 的 の

についても、 年 、求 者が 加している 障害

者と 用 ル ン の対象となる 度身体障害者の

用の の大きさを する 論もある。 

このような障害認定と実際の 労 性の の解決の

参考として、 ンスやドイツにおける 労 性による

障害認定・ 度判定が注目されている。本 では、これま

での が国における 労 性による障害認定・ 度判定

の 題を 理し、その参考となりうる ンス・ドイ

ツの具体的な取組を明らかにした。 

 

  

障害者 合 ンターの1 4年以 の 報告書

や ー から、 労 性と障害認定・ 度判定の

関 、及び ンスやドイツ の 外国の障害認定・ 度

判定に関する 成果から、 な動 や 論を 理した。 

 
 

  

 の先  

障害者 合 ンターでは、この ー は くの

の対象となり、 見が み ねられてきた。 表的な視点

とに、その動 を 理する。 

 の  

1 4年の段階で、現場の ー ン

からの をまとめ、 性 、 、 障害及びそ

の 、自 などの行動 障害による社会適 障

害、 的 ー ー 、 的障害と他の障害の 者、てん

かん、 いす 用者、視覚障害、上 障害、内部障害、

者、社会的 ンデ （ ）を特に 的

性が いとしている。これらについて、障害 ・程

度別の統計的 によりその詳細が明らかにされてきた。 

 の の  

当時は 用 制度の対象ではなかった障害についてその

労 性を明確にする が されてきた。障害者手

制度の対象範囲の広がりもあり現在では 用 制度ある

いは ー ン の対象となっているものも

いが、現在も 用 の対象でない障害もある。 

については、現在も障害者手 制度の対象とならな

いが、 の変動しやすさ による特徴的な 労 性が

1 年以来、数度の実態 により明確にされている。そ

の他、 による 障害、免疫機 障害（ I によるも

の以外）、 も現在は障害認定の対象でない。 

一方、学 障害で、 み障害、書き障害、 数障害につ

いては、一般 できる が いことで、障害者手 制度

や ー ンの対象外になりやすいとの

もあった。 

 の の  

200 年と2012年には、障害 ・程度別の や 場

定 の統計分 を行い、おおむね障害 との関 が

いことを認めながら、一部、 用 の ル ン の影

響 で 度障害者の方が ・ 場定 が い も

認められていた。 

 の の の  

2010年には、障害者の最 の において、

用者からの に基づき労働基準 が事 場で個々の

障害者の労働 を他の労働者と して している

を し、その に用いられている様 例や活用

、特に 的障害者に が い や、特例子会社

では が とんどない が明らになっている。 

 の の  

が国の障害者法制度の基 の一つであった1 0年の国

際障害分 （ICI ）が2001年に国際生活機 分 (ICF)に

改められたことを踏まえ、2005年には、 労 性を実際

の 様な 場面での 題として個別に えるべきものと

して、個 の機 障害だけでなく、実際に く や

、 場環境 や 域の社会 との相互作用と

して障害を え、さらに、 労 性という な
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え方だけでなく、障害者の を公正に評価する観

点から「合理的 」（この考え方は 国では1 0年から

）の考え方が であることを している。 

また、200 年に発 した障害者権利条約の「合理的 」

念を踏まえ、2011年には が国の実態 で、障害者の

や 労 性が各 域・ 場での適 な支援・

の有 により大きく なることを明らかにしている。 

 の の  

1 0年 には障害者 合 ンターの 評価 と

しては「障害者用 デ ス・ ス （ RC 」

の や 障害者への 用が された。2000年 から

は や障害の 様性に対 できる ー ン ルでの

ス ン の も されてきた。200 年には

的 労から 用への 行の 題対 のために「 労 行支

援のための ス 」が作成された。 ー

支援や 域関 機関の連 による 労支援が 流となった

200 年には医療、 、 の関 機関の 労支援の実

態 により、これら関 機関の 合的な ス ン

においては、ケース会 や日 の ケー ンが

中心的な 性を有していることが された。さらに、

2014年には特に 障害者の 労 性の判断の 度を

めるためには 前だけでなく 後も めた 域関 機

関の連 による 的 ー が必 であるとされてい

る。201 年の 域関 機関の では、 労 性の的確

な評価や支援実施のためには支援機関・ の障害者 労

支援の 性が前提となることも されている。 

 の に  

ンス、ドイツとも 的には医学的な障害認定が中

心であったが、ドイツでは2000年、 ンスでは2005年の

大規 な法改正時に、医学的な障害認定では 制度の対

象とならない場合でも、実際に 活動や での

に基づいて障害認定し、支援対象とできるようにして

いる。また、事 の経 的 についても、医学的な障

害認定ではなく実際の経 的 の個別評価に基づくもの

としている。いずれも 的 労支援の一環として実施さ

れるものである。これは、国際生活機 分 (ICF)の障害

念や障害者権利条約の国際的 ン ン スの形成と 行

した制度の発 によるものである。 

 に の  

ンス、ドイツとも 目的で障害認定されている

は、そのまま 用 制度の対象となるのであり、「 労

性が い」ことを理由に障害認定から外されることはな

い。 労 性による障害認定は、従来の医学・ 的観

点からの「一般的生活条 」を前提とした障害認定では

れてしまう特定の や 労条 や 域条 の「個別条

」に じて生じる 労 性のある を 用支援の対象

とするためのものである。したがって、これは、個 の属

性としての障害認定ではなく、あくまでも、特定の条 を

前提とした認定である。これにより、例えば「 障害者

が 護 の 事を行う場合」に 労 性を踏まえた障害

認定の対象となる場合がある。なお、 ンス・ドイツと

も 的な障害認定の範囲自体が が国よりも広く、 療

中のがん 者（数年間限定） も 的な障害認定により

用 制度の対象である。 

 の の の の  

ンス、ドイツとも、 度障害者 用の最 の

制度はなく、公的な によって最 を

持する制度がある。 労 性による 度判定とは、この

ような制度において、最 の生 性であることや、

事 の な を個別に 定する取組のことである。 

 の の て

の  

ドイツでは援護 による 的な障害認定を するか

たちで、2000年から、より 度の障害について 用 ー

ン ーという障害者 用支援機関において実際に

や が である場合に 用 制度の対象とできる

ようにしている。 ンスでは2005年に 域の障害者 ー

スを医療、 、 、労働 の 分 を えて一

する「 （ 障害者 ンター）」が され、医療や

分 だけでは対 できない個別事例について、 労支援

者を む ー が 合的な支援計画を立案するのと

合わせて「労働障害者認定」によって 用 制度の対象と

することができるようにしている。 

また、 ンス、ドイツとも、事 支援を 当する

機関が 場での適 な 置や合理的 の実施を確

認した上で、個々の障害者の生 下や事 の経 的

を 的に し、 度障害者の 用を行う事 を経

面から支える体制がとられている。 

 

 考察 

が国の 労 性による障害認定・ 度判定の 題は、

「その他」の障害、 度障害者 用の経 的 、公正な

評価、支援 果の い ス ン といった 広

い内容に関連している。 

ンス・ドイツとも、2000年以 、個 と社会の相互

作用による個別の支援 ー そのものを障害と認める法制

度の改 によって、 が国と 様の ー

ン ー スや事 支援の一環として、これらの支援 ー

に対 できるようにしており、その具体的実 を す

ることは、 が国の障害者 用支援の くの 題に対して

有 と考えられる。 
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に に の  
 

 （障害者 合 ンター ） 

 由一 （障害者 合 ンター） 

 

 に 

ンスでは 制度の一 の障害認定の対象とはなら

ない 度の障害であっても「 障害者 ンター（ ）」

が実際の 労 性を踏まえ「障害労働者 格認定

（R ）」を行うことにより障害者 用 制度の対象にな

る。また 度障害者を 用する事 の経 的 につい

ては「障害者 参 基 理運 会（ efi ）」に

よる「 度障害認定（R ）」を踏まえて 用 ン

の は「障害労働者 用支援 ( )」の対象となる。 

このような 労 性を踏まえた障害認定の制度は、障

害者手 制度の対象外でありながら 労 性が認められ

る「障害者」への 用支援のあり方、 用 の経 的

の に適した障害 度の え方の観点から である。 

本 では、障害者手 制度によらない 労 性を踏ま

えた障害認定・ 度判定を制度化している ンスの具体

的事例から、それが個別的に行われている認定実 の実際

と 題を明らかにすることを目的とした。 

 

  

ンスにおける 労 性を踏まえた障害認定・ 度

判定の現場実 については201 年度に現 の関 者に対す

る ン により した。個別的 に基づく認

定の判断がなされていると われる事例については、

ンス各 の によるR の認定事例については、201 年

に実施された全国の に対する様々な 定事例への

R 認の 否を問う ンケー （参考文 １）、及

び、 度認定に関しては efi ー ー 上でR の

事例 （参考文 ）から 報を 理した。 

 

  

 （ ） の  

参考文 １では様々な事例が 載されている。 子

用者や 発性 化 などでは 自動的にR が 認され

ることや、 医の 断が 視されるケースとそうでない

ケースが存在すること、また基本的に 者に 意的な判

断がなされることなどが されていた。認定が個別的であ

り判断が しいとされていた 性 、学 障害の事例を

以下に紹介する。 

 の  

必 な 置が労働時間中にある場合（事例は ）は

の がR を 認していた。この事例と対照的に必

な 置がない場合（ 不明）は 下が 5 となってい

た。また、がんの 療のため５年前にR を認定された場

合、５年後の 格 新時に 解 態であった事例では 新

認は21 にとどまっていた。 下の場合の理由としては、

者に後 がなく、 への影響がないことが かっ

た。一方、 認の場合の理由としては「 者の 用を

護するため」が挙げられていた。 

 の  

10 年間 、 々 進のため 理 を う 定の

者の 回 の事例では、R 認は 1 にの

っており、その理由としては、労働 の変化（ 進）

による 来的な障害の 性が考 されていた。 下され

る場合、その理由は現在の への影響のないことであり、

進後の問題については実際の 進後に 認定を すると

考えられていた。 

一方、 で特別支援の を受け５年前に取 した

R の 新にあたって、 が見込まれる受付

で に影響を及 さない、または 来的にも影響がない

と判断される場合には、R の 認は 35 にとどまって

いた。ただし、R の により の ス がある場

合には、それを考 して 認されていた。 

 （ ） の  

R は2005年の法改正以 、 数が大きく 少した。

その後、 労所からの 行者に対しては 回 は

条 で認められ、３年後の 新から が行われることに

なった。また50 以上の労働者については 新の必 がな

いこととされている。 

に 度障害者を 用する の を するものと

するため、個別に efi が合理的 の提 の前提条

を確認した上で実際の （生 性 下、 ・上

の ）を具体的に 定し、 ン 上の か

援 かのどちらかを ぶことができる制度となっている。 

以下に、R は障害者本 の機 障害により 度判定を

行うもののではなく、 側の合理的 が くされてい

ることを条 として 規 などを めた個別的 に

じて判定し支援する制度であることを、 様な が発生

しやすい 性 の実例に しつつ、また、 規 事 所

の利用が いことを紹介する。 

 に て の  

の と発 を行う 細 の受付 当者 は

にとって な であるが、 のため 2004 2005

年に数度にわたり 、200 年に を行い、最

は 療的に半日 で 、 月後 ルタイ に った
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が生 性は十分に回 できなかった。 

この はこれまで に しており、 の 用

を必 としていたため の 医は efi にR を

した。 efi は 医が提 した 分 果を踏ま

えさらなる環境 を に し、 細 で 置転換

が しいことから当 受付 の 計も行った。そ

れらを踏まえ、R は認 され の の一部が さ

れた。 

 の の  

会計 である は 2014 年、筋肉の みにより歩行

となり、医 からの めで した。 の障害 ド

イ ーは 場 に け、まずは R を取 し Samet

（現在の Ca  m loi： 障害者 ンター）および

医による 分 と技術的解決 に取り組み、 は環

境 に した。 

しかし、 後、 は以前と じ での ルタイ

は 理であった。医 は 療的半日 を提案した

が、本 により ルタイ を 持しながら を

することが決定された。他の よりも扱う案 が少なく

なることによる生 性の 下を うため、 はR を

した。 efi による でも十分な環境 が確認さ

れ、十全な合理的 と生 性の 下の確認により やか

な 度認定に った。これにより は と対 の立場

を確 できた。 

 に の の  

201 年の統計では、R の 認 数は、従 数 20

の が 2 を めている。 

 の の （  ） 

 

 考察 

が国では 労支援を開 する以前に 観的な障害認定

があるという発 が い。しかし ンスにおける 労

性を踏まえた障害認定・ 度判定とは、むしろ 域関

機関が連 し 合的な ー ンを行う中

で関 者の ン ン スとして明確にされるものであると

言える。 

 の  

国際生活機 分 （ICF）による障害の え方によると

「障害」とは健康問題に関連した生活面での とし

て広く えられ、それは個 と環境の相互作用によるもの

である。事例にも されているように 場面では じ

であっても や働き方、事 所規 の 因によって全

く がないこともあれば大きな が生じる場合もある。 

R については、 性 などにおいては後 が考

され、労働時間中の が問題となる。 は 内

容によって 労 性が大きく なるため、R 認は

における個別 の確認が であり、 間での

認定に一定の ツ が生じていた。確定的な 変化が

見込まれる場合には「 来的な の 性」についても

され 意的な認定が行われる。 ンスでも一定以上

の障害については の医 を中心とした第１段階での

一般的認定が である。しかし一定 の 度の障害に

ついては第 段階として個別 での 性の確認による

ー による障害認定が必 になる。 

R については様々な障害が対象となりうるが、医学的

基準による障害の ではなく、 存的な ス

の 大性が個別的な ス ン を通して考 される。事

の個別 を踏まえて経 的 を行うものである。

に最大限の合理的 が求められ、環境の標準化がな

されていない場合には が 求される。 

 の ての  

が国では障害認定・ 度判定に必 な 性は医学的

なものと考えられ の医 が認定を行うが、 ンスの

R は という医療・ ・ ・労働 の分 を統

合した 合的な障害者 ンターが支援計画の一環として

労支援の必 性に じて認定を行う。 が efi や

Ca  m loi といった機関と連 して ー

ンを行い、 制度上は障害認定がないが 労 性

が認められる「障害者」を 域関 機関の ン ン スと

して R 認定を行うのである。年 回の全国規 の

会合 により評価の てん化も進められている。 

様にR も障害者 用 の少ない事 所による

「障害者の生 性の さ」や「 」の えを に

認めるものではない。R に だって合理的 の確

実な実施が前提となり、 efi および Ca  m loi によ

る障害者 用 における合理的 による生 性 上

の対 や 場環境 の 成 の有 活用の確認が必 に

なる。それを前提とすることでR はとりわけ ス 転換

による環境改 が容 でない 規 事 所の障害者 用

を支えるものとなっていると言える。 

 

【参考文献】 

１：Eclairer les pratiques d’attribution de la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), ANSA, 2015. 

：« Centre de ressources » (Agefiph)：https://www.agefiph.fr/ 
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に に の  
 

 由一 （障害者 合 ンター 統 ） 

  （  障害者 合 ンター）、  子（障害者 合 ンター） 

 

 に 

労 性による障害認定・ 度判定については が国

では 年 題となっており、 年の医学モデルと社会

モデルを統合した障害 念の発 や障害者権利条約の

を踏まえると、その実 は ー ン実 と

な関 で行われる必 があると考えられる。 

年、障害者 用 制度を有するドイツ における 労

性を踏まえた障害認定や 度判定の制度化について、

今後の制度 の参考とすることが求められているが、従

来、ドイツの ー ン実 についての 報

は不 している。 

そこで、本発表では、ドイツの ー ン

や事 支援の実 と「 労 性による障害認定・ 度

判定」の実 の関 を明らかにすることを目的とした。 

 

  

ドイツにおける 労 性を踏まえた障害認定・ 度判

定の現場実 については201 年に現 の関 者に対する

ン により した。法制度については、当 ン

ターの 報告書・ ー の他、インター

で公開されている201 年時点の制度に関する最新 報か

ら した。 

 

  

 の  

ドイツでは 的な障害認定の対象とならない場合でも、

健康 態に 因して、 や 場、 域 の によって

個別的に 労 性が発生している場合、その支援 ー

を公正かつ的確に評価するために、「 用 ー ン ー

（日本の ー ー と 域障害者 ンターを合わせ

た機関）」が実際の 労 性を踏まえ「 認定」を行

うことにより障害者 用 制度の対象になる。 

 の  

ドイツでは 的な障害認定は、援護 の基準（援護医

学の基本原則）により、医 の機 障害の鑑定書に基づく

により され「障害の程度（GdB）」が （障害な

し）-100（最 度）として決定される。 

ドイツでは「障害の程度」50以上が「 度障害」とされ

障害者 用 制度の対象となる。一方、「障害の程度」が

30-40の場合は、実際に 労 性が個別具体的に「 用

ー ン ー」で認められた場合に限って「 認定」

を受けて障害者 用 制度の対象となる。 

が国で障害認定の対象となる障害の ・程度はドイ

ツでは 全て「 度障害」として ーされている。加

えて、ドイツでは、がんや白血 の 療中（３ ５年）や

の （ み、 も む）も「障害の程度」は50

以上の「 度障害」である。 

一方、「障害の程度」が30-40となる例には次がある。 

・自 ス 障害（ 度の社会適 ） 

・統合 （ 度の社会適 ） 

・25 以上の 動注意障害（ くの生活場面に影響） 

・ 度の による 機 障害 

・ の ー ン ン  

・１年以上の発作がないてんかん 

・ （ 度、動きが 時にあり目立つ） 

・ 支 んそく（ 度の発作） 

・ 性大 ・ ーン （ に 発・持 、中度

障害） 

・ 性 （進行性、わずかな・ やかな ） 

・ 除 

・１型 （ ン ール ） 

・ 型 （ とインス ン 療で ン ール

） 

・ 血（ときおり 血が必 、中程度の影響） 

・免疫不全（ な感 ではないが感 しやすい） 

・ （広 化、 面） 

・ 性 （わずかな影響） 

・ （身 130 140cm） 

 の  

「障害の程度」が30-40の場合、「 用 ー ン ー」

の ー ン ー スの対象であるが、障

害者 用 制度 の対象となるためには、本 が「 認

定」の を行い を受ける必 がある。 

は、実際の 紹介や 労支援の現場 当者（ 用

ー ン ー、 ンター、統合 ー ス ）

から次の事項の意見表明を受けて、 用 ー ン ー内

の事 部 が行う。 間は ３ 間程度である。 

( ) 本 が具体的に している や求 内容と、それ

が本 に実際に適しているか。 

( ) 本 の障害と実際の次のような 労 性の間の関

性が認められるか。そのデ は 認定によ

り か。 

・ り返される  

・障害を理由とした の 下 
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・ス ス 性の 的な 少 

・技術的支援の必 性 

・ による支援が 的に必  

・障害に関連して 転換・転 が必  

・障害に 因する 用 からの解 告  

 の  

201 年施行の「連邦参加法」では、最 度の障害者の一

般 へのイン ルー ン 進のための 様な 用形態

の一環として、 度障害者を 用する の経 的

を個別に評価し、最 分の と介 者 の

費を する「 事 」が された。 

 の  

従来、 的作 所での 労の対象となるような、合理

的 を踏まえても生 性が最 に たなかったり、

に な が生じたりする 度障害者を が

用する際の 成 が「 事 」である。その対象は次の

ような特別な 度障害者である。 

・当 事の 行のために 的に特別な 者が必  

・障害の 果として 的に でない 費をもたらす 

・障害の 果として 的に明らかに大 に少ない労

提  

・ 的・ 的障害 発する発作による 度障害 

・障害により 法による を  

・ 50 に した 度障害者 

ただし、個別の「 事 」の支 は障害者個 の機

障害の程度 に基づくものではない。あくまでも、個別

具体的な介 者の 費、及び、最 を する際の

費用 の必 、そのものにより決定される。 

 の  

「 事 」は、実際に一般 用で働いている 度障害

者の 用を支えるために「統合 」で、次の条 を たす

場合に、認 、支 される。 

・当 度障害者は、 域で一般的な で社会

加 義 のある 事に いている。 

・特別な支援や作 の削 にかかわらず、当 度障

害者の労働と の間には経 的関 が認められる。 

・当 度障害者が外部の介 者なしに働く

（ 場づくり、 ）や、 に見合った作

成果を生むためのあら る 性が されている。 

・事 所の規 、 用 、当 度障害者の

用 間や の 性を考 （ただし、 用

が 独で な を うことは されない） 

 

 考察 

が国では 労支援を開 する以前に 観的な障害認定

があるという発 がある。しかしドイツにおける 労

性を踏まえた障害認定・ 度判定とは、むしろ 域関 機

関が連 し 合的な ー ンを行う中で、

実際の や の 性や支援 ー を明確にした

り、実際に 度障害者を最 以上で 用 する際の

個別具体的な経 的 を実際に計 するものである。 

 の  

国際生活機 分 (ICF)による障害の え方によると

「障害」とは健康問題に関連した生活面での とし

て広く えられ、それは個 と環境の相互作用によるもの

である。しかし、ドイツでは「 度障害者」は医 による

機 障害の医学的鑑定により認定され、特に相互作用は考

されていない。その一方で、より の障害者について

は医学的鑑定の段階で「障害の程度」の認定だけがあり、

障害者 用 制度 の 用支援の対象とするかどうかは、

「障害の程度」が30-40であることを前提に、実際の

や働き方、 域 の個別的 を踏まえて認定する 組み

となっている。 

また、 度障害者の一般 を支えるための「 事

」の支 についても、あくまで個別具体的な費用に

基づくものとなっている。 

 の ての  

が国では障害認定・ 度判定に必 な 性は医学的

なものと考えられ の医 が認定を行うが、ドイツでは、

「 認定」は 用 ー ン ーという が国の ー

ー と 域障害者 ンターを合わせた機関が現場の

支援者の意見表明を踏まえて行うものであり、また、「

事 」の認 は事 支援や 労障害者の支援を 当し

ている統合 が行うものであり、いずれも 支援 を

前提として行われるものである。これにより、

ー ンの 性の い支援者による 労 性や

の 大評価を回 し、支援 ー を適 に反映した

労 性による障害認定・ 度判定が となっている

と考えられる。 

度障害者の から 用への 行の支援は、一般

での「 事 」による 用 持だけでなく、ドイツでは、

ー ル ー である統合事 所の 立・ 及、また、

の障害者 用 の 及 進を行う「

ー 統合」といった 合的な対 の一環として実施され

ているものである。 

さらに、ドイツでは201 年施行の「連邦参加法」により

域の障害者支援制度の大改 が進められている。この中

で 域の関 機関（医療、 用、労 、年 、 少年、

、介護、 ）が して個別の「参加計画」による統合

的な ・ ・ 付 を行うことになっている。 障

害者のような医療、 用、生活 の一体的支援が であ

る障害者の 労支援において、この法改正は と考えら

れている。これによる「 認定」や「 事 」に関す

る実 への影響の確認は今後の 題である。 
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の  

 

佐渡 賢一（  障害者 合 ンター 統 ） 
 

 に 

くの国において障害の有 を判断する基準は 一では

なく、様々な制度に付随して 有の基準が けられている。

本報告の対象であるドイツも 様で、例えば年 制度にお

ける障害年 受 格認定は他の制度には適用されない。

そのような事 はあるが、ドイツにおいて障害認定基準と

いえば、 当 用制度における障害を認定するための基準

を すことが い。この認定基準はしばしば関心を び、

日本の基準と対 しつつ 論されることもある。 

現在、その障害認定基準に改 の動きがある。今回の改

は本 時点ではまだ 上にあり、 分に流動性を残

すが、これまで した範囲において報告を行い、認識の

共有に することとしたい。 

 

 に  

当 用制度は、障害があると認定された を一定 合

用することを求める制度であり、ドイツはしばしばこの

制度を有する 表的な国とされている。この制度を規定し

た法 においては をもって障害を有するとみなすか（障

害の定義）、どこに障害の有 を判断する基準を求めるか

（認定基準）が，記載されている。この規定に基づき、障

害認定の基準を規定する命令が（現在は）労働社会省によ

り制定されている。この基準については、 合 ンターに

おいて当時の の が公表され、その後の枠組みの法規

定化の経緯についても随時報告されてきた。これら の

報発 からも、ドイツの認定基準に せられていた関心

がうかがえる。 

沿 について 論しておくと、この基準は第一次大 時

に ることができるものであり、第 次大 後はその系

を く基準が改定を経つつ連邦援護法（ 害者 ）

と共通の基準として、 当 用制度の障害認定に適用され

てきた。心身における健康上の問題について、生活への影

響に して障害の程度が詳細に規定されている。 

現行のような法規命令として定められたのは200 年前後

のことである。それまでの認定基準の法的 が問題とな

り、連邦援護法、社会法典第９編の 規定（前者は命令

制定の授権規定、後者は 記の命令を参照するとする規定

と）１)が けられ、それを受けて制定された援護医療命令

の付属文書として、改めて位置づけられる事となった ）。

この命令には認定基準改 の手 きを定める条文もあり、

からなる 問会合（Bei at）における を経るこ

ととされる。200 年の命令制定後、５回の 規 な改 を

経て今日に っている。 

 

 の  

ドイツが障害者権利条約の を 機に、条約実施のた

めの行動計画を 定し、関連法体系も権利条約の趣旨に

沿って計画的に改正することとした経緯については、「連

邦参画法」（201 年12月成立）に関する最 の報告を行っ

た に 説している。その際、行動計画の 事項に障害

認定基準の改 が まれていることにも れた。今回報告

する動きは、その問題意識が具体的な動きとなって現れた

ものと えることもできる。 

認定基準の前提となる障害の定義であるが、上記法体系

の 編成を報告する中で法規 ルでは既に変 されたこ

とにも れていた。社会法典第９編のみならず、平 取扱

法にも共通する 定義であって、かつて「ある の身体的

機 、 的 は 態が、 月以上にわたり、そ

の年 に典型的な 態とは なる確 が く、そのため社

会生活への参画が 害されている」 態をもって障害があ

ることとされていたのが「身体的、 的、 的あるいは

感覚的な機 障害（ ）があり、態度や

環境の障壁との相互作用により平 な社会参加が か月に

わたり い確 で げられうる」となっている。 

 

 改正 の  

定義が変わった以上認定基準も見 しの対象となると考

えられ、今回の改 はすでに報告してきた大規 な法体系

編成との 合性を確 するという意義が認められる。 

だが、連邦参画法が成立後３年を経 しようとしている

なか、認定基準改定の動きはこれまでにない慎 なものと

なっている。 

昨年（201 年）、労働社会省は命令改正案を通 の法令

改正案の形 に した形で公にした。その日付は８月 と

なっている。 年９月 10月にかけて、 数の当事者 体

がこの案に対して意見書を公開した、その後労働社会省が

本年（201 年） 月に「命令改正に関する 報提 と な

義への回 」と題する改正趣旨の説明を 省の

ー で公開し、その後目立った動きもないまま本 の

時 に っている。改正案の存在を ったときに 然と

定していた進行とはかなり なっており、法案を し

てから１年以内で法成立をみた「連邦参画法」の 経

に照らしても、この を意外に感じている。 
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５ 改正案の概観 

改正案発表後の経緯を考えると、公開されている改正案

がどの程度最終案に反映されるかも流動的であり、現段階

の案を詳細に紹介することはためらわれる。昨年８月の案

に沿い、基本的な特徴を列挙するにとどめる。 

現行の枠組みでは、認定基準は「援護医療命令」の付属

文書と位置づけられる。「援護医療の基本原則」と題する

大部の文書で、基準の適用に関する一般論、本体の基準、

付随的な規定という構成になっている。 

改正は、一般論部分、本体部分のいずれにも及んでいる

が、本体の認定基準に関しては、すべての項目に改正が施

されているのではない。視覚器官、耳と平衡器官、血液・

免疫系の３項目が差し替えられ、最後に置かれた「支持器

官と運動器官」に関する項目では、いくつかの中項目が削

除され、新たにその後に追加された項目「筋肉・骨格及び

その運動」で扱われるようになっている。項目数で判断す

れば改正は数項目にとどまり、半数以上の項目が現行のま

ま温存されているのだから、部分的な改正ということにな

る３)。 

なお、定義に新たに盛り込まれた「態度と環境の障壁と

の相互作用」の部分がどう改正案に反映されているかも関

心の対象となろう。後述のとおり、この部分はICFの枠組

みで考えることとされており、認定基準にICF（特に環境

因子の影響）をどのように盛り込むかと、言い替えること

ができよう。この点については、一般論部分に「具体的な

規定は、最大限に支援が果たされた環境下での行動・社会

参加の制約の程度である」「ICFの考え方に沿い、標準的

環境のもとで評価する」との規定がある。これにより、既

述のとおり各論部分の改正が全面的ではなかったことも理

由づけられることとなる。 

以上のような改正案に対する当事者側の意見書は、必ず

しもスタンスが一様とは言えないが、今回の改正により不

利な扱いを受けるのではないかという懸念は広くうかがう

ことができる４)。これに対し、労働社会省の説明文書では、

改正による不利な影響は生じないと理解を求めている。

（理由として、技術進歩や生活環境の変化により、健康上

の問題がもたらす行動や社会参加への制約が従来以上に大

きくなるケースも勘案していることなどをあげている。） 

 

６ 問題意識（考察に替えて） 

現段階の流動性に鑑み、論文では改正案のこれ以上の詳

説は慎むこととし、以下の紙面は報告者の関心の所在を述

べることに費やしたい。 

改めてドイツ政府が自国の障害の考え方をどうとらえて

いるかを確認すると、まず従来のモデルに関する記述によ

れば、ICFに沿っていると認識している。その上で認定基

準の改正案の趣旨説明部分をみると、権利条約に適合する

ための今回の改正もまたICFの枠組みを前提として組み立

てられている。つまり、ドイツにおいては権利条約の障害

認識がICFを踏まえたものと考えられている。ちなみに、

ドイツは自国の障害認定基準を社会医学モデルと称してい

る。 

ドイツの認識を踏まえ、日本における語法・認識を振り

返ってしてみると、必ずしも一致しているとはいえない。

日本において権利条約を機に障害のとらえ方が大きく転換

したとする考えが（「国民への説明」が十分であるかは別

として）当然のこととされているが、それは、「医学モデ

ル」に「社会モデル」を対置させる形で描写されている

（現行の障害者基本計画が典型的な例であるし、障害者白

書でもしばしば「社会モデル」に言及している）。 

他方、ICFとの間には微妙な距離感がうかがえる。有識

者の論考でもICFを「医学的モデル」に追いやる否定的な

姿勢を目にする。 

かねてから、こうした語法が本当に世界共通のものなの

かという問題意識を抱いている者として、ドイツで進行し

つつある認定基準改定については、その内容への関心とと

もに、前提となる枠組の扱いを有識者がいかに取り扱うか、

にも注視している。 

 

【参考文献】 

1) ここまで記述したとおり、この時点では連邦援護法と共通

に参照される認定基準とみなされていたが、2015年の法改

正を経て、社会法典第９編にも「命令制定の授権」規定が

置かれるようになった。従って，法的には両法の認定基準

は別のものとなりうる。今回の改正案は連邦援護法に基づ

く命令であるが，これがなお両方共通の認定基準として扱

われているのは、「社会法典第９編独自の認定基準が制定

されていない場合は連邦援護法の基準を準用する」という

付随的な規定(第241条５項)に基づく。 

2) この時の改正の特徴としてGdSという尺度が記載されるよう

になったことがあげられていたが、今次改正では改正案部

分の尺度はGdBで統一されている旨注記されており、本体部

分の改正案にGdB以外の尺度は現れてこない。 

3) 一方で、影響を受ける当事者の範囲という観点に立てば、

一部ではないと考えることもできる。すなわち、最後の項

目は日本でいうところの身体障害の領域全体に及ぶもので

あるから、この項目に手を加える以上、影響の及ぶ範囲は、

決して少ないとは言えない。 

4) その他１つだけ紹介しておくと、環境因子の働きや活動・

参加への影響を画一的に評価することで、個々の事例を取

り扱う際、現実との乖離が生じるのではないかと懸念する

意見が印象に残った。 
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